
【浜田市】電子契約導入に係るQ&A

No. 質　問 回　答

1
電子契約サービスを利用するための費
用はかかるか。

事業者様の費用負担はありません。

2 従来どおり、紙による契約も可能か。 紙による契約も選択可能です。

3
「電子契約利用申請書」の様式はどこ
で入手できるか。

浜田市のホームページ「電子契約の導入について」にて、Word
形式の様式がダウンロード可能です。

4
「電子契約利用申請書」は、契約の都
度、提出する必要があるか。

「電子契約利用申請書」は案件ごとに提出いただきます。なお、
契約の案件ごとに、別のメールアドレスを設定して支障ありま
せん。

5
「電子契約利用申請書」は、どのタイミ
ングで提出するか。

【入札案件】
（工事・コンサル）応札時に工事費内訳書と併せて電子入札シ
ステムで提出してください。
（物品・役務）応札前に電子メールにより提出してください。
また、申請フォームによる申請も可能です。
【見積合わせ】
落札時に電子契約利用申請書又は申請フォームから申請して
ください。
また、「見積書（兼電子契約利用申請書）」の提出をもって申請
することも可能です。

6
契約締結に利用するメールアドレス
は、いくつ必要か。

契約締結確認者として、最低1つのメールアドレスが必要です。
契約締結確認者の承認前に契約事務担当者などが確認処理
を行うことを希望する場合は、契約事務担当者用のメールアド
レスを加えて設定することも可能ですので、社内規程等に応じ
て設定してください。

7
契約締結確認者と契約事務担当者で、
同一のメールアドレスを使用することが
できるか。

メールアドレスを重複して利用することはできません。別々の
メールアドレスを設定するか、契約締結確認者による承認のみ
とするなどの御対応をお願いします。

8

契約事務担当者のアドレスを指定した
場合、契約事務担当者が確認→契約
締結確認者の確認という形でフロー化
されるのか。

お見込のとおりです。契約事務担当者による確認が完了する
と、契約締結確認者に確認依頼メールが通知されます。

9
契約締結確認者と契約事務担当者を2
名登録した場合、全員の確認が必要に
なるか。

お見込のとおりです。「電子契約利用申請書」に記載した全員
の確認が必要です。なお、契約書には電子契約サービス上で
確認処理を行った者全員の電子署名が付与されます。

10
契約締結確認者は、入札参加資格登
録で提出した者（委任があれば受任
者）とするべきか。

必ずしも一致させる必要はありませんので、社内規程等に則
り、当該契約締結に係る決裁権を有している方を御記載くださ
い。

11 将来は全面的に電子契約となるのか。
令和7年10月の導入は、工事（コンサル）請負契約を対象とし、
順次物品・役務（業務等）も対象とする予定です。

12
契約金額等にかかわらず、電子契約の
場合は収入印紙が不要か。

不要です。

13
着手届、管理技術者届、工程表等につ
いても電子契約サービスで提出する
か。

電子契約サービスでは、機能上契約後に提出いただく書類な
どを提出できないため、電子契約サービスでの提出は契約書
のみとなり、その他書類は従来どおりの取扱いとなります。
なお、各種様式は、浜田市ホームページでダウンロード可能で
す。

14
署名前に契約書の内容に誤りに気付
いた場合には、どのように処理すれば
よいか。

契約書の内容に問題があり同意できない場合は、電子契約
サービス上で「同意せずに却下する」の処理を行っていただくこ
ととなります。却下理由を入力していただくことで、その内容が
浜田市の担当者へ電子メールにより伝達され、内容を修正の
上、改めて手続きを行います。



15

落札後、受注者側でも契約約款の精査
が必要になると思われるが、契約の日
付は事前に決められた日付になるの
か。

電子契約の場合、発注者と受注者の双方の署名が完了した段
階で、契約日が確定します。
契約予定日までに署名（承認）を行えるよう、契約管理課又は
水道管理課と調整いただくこととなります。

16
変更契約（金額・工期等）でも電子契約
は可能か。

変更契約についても、当初契約の同様のフローにて、電子契
約が利用可能です。
なお、電子契約を利用するかどうかについては、改めて電子契
約利用申請書の提出をもって確認させていただきます。

17
署名時に発注者、受注者の印影がな
いがよいか。

電子署名において、印影は見た目の問題であり、印影自体に
法的効力はありません。電子契約の締結後、文書上に印影自
体はありませんが、電子署名の情報、タイムスタンプ情報が付
与されます。

18
契約書のダウンロードは14日以内と説
明あったが、ダウンロードできなかった
場合はどうすればよいか。

GMOサインのアカウントを作成してもらえば過去の契約書を確
認できます。
また、浜田市に連絡していただければ、データを送付します。

19
電子保証で行う契約保証や前金保証
はこれまでどおりメールで送付するの
か。

お見込のとおりです。

20
契約保証・前金保証（紙保証書）を提出
するタイミングはいつか。また、保証書
はメール（PDF）で送信してよいか。

契約書の作成に必要となりますので、準備でき次第提出をお
願いします。また、紙保証書は原本が必要ですので、窓口で提
出してください。

21

入札時、電子契約利用申請フォームを
利用する場合は、県の電子入札システ
ムと電子契約利用申請フォームは、そ
れぞれで作業する必要があるのか。

お見込のとおりです。

22
契約日は契約締結日とあるが、閉庁時
に署名した場合は、いつになるのか。

翌開庁日に浜田市が署名を行った際に契約締結となります。

23

銀行保証の場合も契約日前日までに
持参しなければならないのか。また、今
までは契約保証日を契約日としていた
が、今後はどのようにするのか。

契約保証の確認を行い、契約書を作成しますので、準備でき次
第提出をお願いします。
契約日は、受注者が署名後、発注者が署名をした日が契約日
となります。

24
契約締結後に契約書の誤りに気付い
た場合、電子契約ではどのような対応
になるのか。

契約内容に変更が必要な場合は、変更契約書、契約解除が必
要な場合は、合意書を別途締結します。

25

建設リサイクル法書面は、契約の2日
前までに発注担当課へ確認とあるが、
発注の担当者名及びメールアドレスは
都度問い合わせなければならないの
か。

入札においては、「指名通知書」又は「落札者決定通知書」に
発注担当課の記載がありますので、ご確認いただき、担当課
代表メールアドレスに送付してください。また、見積合わせにつ
いては、「見積依頼書」に発注担当課及び担当者の記載があり
ますので、ご確認ください。


